様式第５号（第６条関係）

南伊豆町指令第　　号
年　　　 月 　　　日

　　　　　　　　　　様

南伊豆町長　　　　　　

南伊豆町敬老会事業補助金交付決定通知書

　　　　年　月　日付けで申請のあった　　　年度南伊豆町敬老会事業補助金の交付について、次のとおり決定したので、南伊豆町敬老会事業補助金交付要綱第６条の規定により通知します。

１　決定の内容
(1) 　金　　　額　　　　　　　　円
(2) 　交付の対象　南伊豆町敬老会事業補助金交付申請書に添付された事業計画書
　　　　　　　　　に基づく事業

２　交付の条件


３　その他
　　次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、
　若しくは交付した補助金の全部又は一部を返還させることがあります。
(1) 　敬老会事業以外の目的に使用したとき。
(2) 　法令又は南伊豆町補助金の交付等に関する規則第６条の規定に違反したとき。
(3) 　支出額が予算額に比して減少したとき。
(4) 　提出書類に虚偽の事項を記載又は不正な行為があったとき。

